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○名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則

平成13年３月30日

規則第74号

改正 平成14年規則第20号

平成15年規則第13号

平成18年規則第117号

平成19年規則第95号

平成24年規則第75号

平成25年規則第94号

平成30年規則第45号

令和元年規則第11号

令和元年規則第58号

令和２年規則第39号

令和２年規則第123号

令和５年規則第16号

令和５年規則第64号

注 令和２年３月から改正経過を注記した。

（趣旨）

第１条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「法」

という。）、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成18年環境省令第１号）及

び名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例（平成13年名古屋市条例第16号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（令５規則64・一部改正）

（多数の犬又は猫の飼養又は保管に係る届出を要しない者）

第２条 条例第５条の２第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校を設置する者

(3) 獣医療法（平成４年法律第46号）第２条第２項に規定する診療施設を開設した者又

は管理する者

(4) 身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）第15条第１項の規定による指定を受け

た者
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(5) 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために犬又は猫を飼養し、又は保

管している者

（令２規則39・追加、令５規則64・旧第１条の２繰下）

（許可の有効期間）

第３条 法第26条第１項の許可の有効期間は、５年とする。

（事故の届出）

第４条 条例第９条の規定による届出は、特定動物事故届（第１号様式）によって行わなけ

ればならない。

（係留義務の適用除外）

第５条 条例第11条第１項第４号の規則で定めるときは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、飼犬を運搬するとき

(2) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所で、飼犬を競技、演技等に

出演させるとき

（こう傷事故発生届）

第６条 条例第13条第１項の規定による届出は、事故発生届（第２号様式）によって行わ

なければならない。

（こう傷犬の係留措置）

第７条 条例第13条第２項の規定による措置は、人の生命、身体又は財産に害を加えるお

それのないよう綱、鎖その他のものによってつなぎ、口輪をかけ、おりに入れる等保健所

長が必要と認める方法及び期間を定め、その犬の飼主に指示して行うものとする。

（指定職員）

第８条 条例第14条第２項に規定する職員（以下「指定職員」という。）は、名古屋市動

物愛護センター（以下「動物愛護センター」という。）に勤務する技士とする。

２ 条例第14条第３項に規定する証明書の様式は、第３号様式とする。

（公示の方法）

第９条 条例第14条第４項の規定による公示は、動物愛護センターの掲示場に掲示して行

うものとする。

（掃討の方法）

第10条 条例第15条第１項の規定による掃討は、必要な区域、期間及び時間を限って、道

路、空き地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混入したえさ（以下「薬物えさ」とい

う。）を置くことによって行うものとする。
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２ 薬物えさを置く場合には、当該薬物えさごとに、それが薬物えさである旨を表示した紙

片を添えておかなければならない。

３ 市長は、薬物えさを置いた場所を巡視し、かつ、掃討を行う時間が経過する前に薬物え

さを回収しなければならない。

（住民に対する周知の方法）

第11条 条例第15条第１項の規定による住民に対する周知は、掃討を行う区域、期間、時

間、使用する薬品名及び薬物えさの状態について、次の各号に掲げる方法により行わなけ

ればならない。

(1) 掃討する区域内及びその付近に居住する狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）第

４条第１項の規定により登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。

(2) 掃討する区域内及びその付近で公衆の見やすい場所に掲示すること。

(3) 放送、新聞その他の適当な方法により公示すること。

２ 前項第１号の通知は、掃討開始の日の３日前までに、同項第２号の掲示は、掃討開始の

日の３日前から掃討終了の日まで、同項第３号の公示は、掃討開始の日の３日前から掃討

開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

（費用の負担）

第12条 条例第16条の規定による費用の額は、次に定める額とする。

(1) 飼養管理費 １頭１日につき 500円

(2) 返還料 １頭 3,000円

（令２規則39・一部改正）

（推進計画の策定に必要な事項）

第12条の２ 条例第16条の５第２項の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものと

する。

(1) 人と動物の共生に向けた施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、人と動物の共生に向けた施策を総合的かつ計画的に実施

するために必要な事項

（令２規則39・追加）

（会長）

第12条の３ 条例第16条の６第１項に規定する名古屋市人とペットの共生推進協議会（以

下「協議会」という。）に会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
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３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名

する者がその職務を代理する。

（令２規則39・追加）

（会議）

第12条の４ 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

２ 協議会は、委員（その調査審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。）の半数以上の

者の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

（令２規則39・追加）

（部会）

第12条の５ 条例第16条の６第10項に規定する部会（以下「部会」という。）は、協議会

の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を協議会に報告する。

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。

４ 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

６ 前条の規定は、部会の会議の招集、定足数及び表決について準用する。

（令２規則39・追加）

（関係者の出席）

第12条の６ 協議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

（令２規則39・追加）

（庶務）

第12条の７ 協議会の庶務は、健康福祉局において行う。

（令２規則39・追加）

（委任）

第12条の８ 第12条の３から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が協議会に諮って定める。

（令２規則39・追加）

（立入検査等を行う職員の身分証明書の様式）
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第13条 条例第17条第２項に規定する証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基

づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令和

３年環境省令第２号）別記様式とする。

（令５規則16・一部改正）

（動物愛護管理監視員）

第14条 条例第18条第１項の規定による動物愛護管理監視員は、次に掲げる者のうちから

市長が命ずるものとする。

(1) 獣医師

(2) 学校教育法に基づく大学において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者

(3) その他動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者として市長が認め

るもの

（令２規則39・一部改正）

（過料）

第15条 条例第25条の規定により科すべき過料の額は、５万円とする。

２ 条例第25条の規定により過料を科する場合においては、市長は、過料決定通知書（第

４号様式）を発し、名古屋市会計規則（昭和39年名古屋市規則第５号）に定める納入通

知書により徴収する。

３ 条例第25条の規定により過料を科そうとする場合においては、過料の処分を受ける者

に対し、あらかじめ口頭又は別に定める様式の交付により、その旨を告知するとともに、

弁明の機会を与えるものとする。

（令２規則39・追加、令５規則16・一部改正）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。ただし、別表第１哺
ほ

乳綱の項中奇蹄
てい

目

及び偶蹄
てい

目の種に係る部分、同表鳥綱の項、同表爬
は

虫綱の項中カメ目の種に係る部分並び

に同項中トカゲ目の種に係る部分（ナミヘビ科の種に係る部分に限る。）並びに附則第６

項の規定は、同年５月１日から施行する。

（名古屋市飼犬等規制条例施行規則の廃止）

２ 名古屋市飼犬等規制条例施行規則（昭和34年名古屋市規則第61号）は、廃止する。

（経過措置）

３ 条例附則第４項の規則で定める書類は、飼養施設の正面図及び側面図並びに第５条第３
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項第３号及び第４号に掲げる書類とする。

４ 条例附則第４項の規則で定める事項は、第７条第３項第１号及び第２号に掲げる事項と

する。

５ 条例附則第４項の規定による届出は、附則別記様式によって行わなければならない。

６ 附則第１項ただし書に定める規定の施行の際現に当該規定に係る猛獣等を飼養してい

る者は、平成13年５月１日から同年10月31日までの間は、条例第21条の規定にかかわら

ず、当該猛獣等を飼養することができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場

合においては、その申請に係る許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

７ この規則の施行前に附則第２項の規定による廃止前の名古屋市飼犬等規制条例施行規

則又は猛獣等の飼養の制限に関する条例施行規則（昭和54年愛知県規則第４号）の規定

に基づいて市長に提出されている届及び申請書又は市長により交付されている標識は、こ

の規則中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定に基づいて市長に提出され、又

は市長により交付されたものとみなす。
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附 則（平成14年規則第20号）

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市動物の愛護及び管理に関す

る条例施行細則の規定に基づいて交付されている登録証は、この規則による改正後の名古

屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則の規定に基づいて交付されたものとみな

す。

附 則（平成15年規則第13号）

１ この規則は、平成15年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則第26条第

１号の規定は、施行日以後の飼養管理について適用し、施行日前の飼養管理については、

なお従前の例による。

附 則（平成18年規則第117号）

１ この規則は、平成18年６月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市動物の愛護及び管理に関す

る条例施行細則の規定に基づいて交付されている指定職員証明書及び動物愛護監視員証

明書であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の名古屋市動物の愛護及

び管理に関する条例施行細則の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおそ

の効力を有する。

附 則（平成19年規則第95号）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市動物の愛護及び管理に関す

る条例施行細則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて交付されている指定職員証

明書及び動物愛護監視員証明書であって、現に効力を有するものは、この規則による改正

後の名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則（以下「新規則」という。）の規

定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるも

のについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

附 則（平成24年規則第75号）抄

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成25年規則第94号）

この規則は、平成25年９月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日
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から施行する。

附 則（平成30年規則第45号）抄

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されて

いる申請書、届等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものと

みなす。

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて交付されて

いる証明書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて交付されたものとみな

す。

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使

用することができる。

附 則（令和元年規則第11号）

この規則は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和元年規則第58号）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市動物の愛護及び管理に関す

る条例施行細則の規定に基づいて交付されている動物愛護監視員証明書であって、現に効

力を有するものは、この規則による改正後の名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施

行細則の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。

附 則（令和２年規則第39号）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定、第14条（第

２号を除く。）の改正規定及び第４号様式の改正規定は同年６月１日から、第１条の次に

１条を加える改正規定、第12条第１号の改正規定、第14条第２号の改正規定、本則に１

条を加える改正規定及び第４号様式の次に１様式を加える改正規定並びに次項の規定は

同年10月１日（以下「一部施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則（以下「新

規則」という。）第12条第１号の規定は、一部施行日以後の飼養管理について適用し、

一部施行日前の飼養管理については、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市動物の愛護及び管理に関す

る条例施行細則の規定に基づいて交付されている動物愛護監視員証明書であって、現に効
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力を有するものは、新規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその

効力を有する。

附 則（令和２年規則第123号）

１ この規則は、令和２年12月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されて

いる申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみな

す。

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使

用することができる。

附 則（令和５年規則第16号）

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和５年規則第64号）

この規則は、令和５年６月１日から施行する。
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